
 

□基本料金 

身体介護が中心の場合 

２０分未満 １６３単位 

２０分以上３０分未満 ２４４単位 

３０分以上６０分未満 ３８７単位 

６０分以上９０分未満 ５６７単位 

３０分追加毎 ８２単位 

生活援助が中心の場合 

２０分以上４５分未満 １７９単位 

４５分以上６０分未満 ２２０単位 

通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 ９７単位 

身体介護に引き続き生活援助を行なった場合  

２０分以上  ６５単位 

４５分以上  １３２単位 

７０分以上  １９５単位 

訪問型サービス（倶知安町、ニセコ町の定める単位）の場合 

（Ⅰ）週１回（１か月につき）６０分未満 １，１７６単位 

（Ⅱ）週２回（１か月につき）６０分未満 ２，３４９単位 

（Ⅲ）週３回（１か月につき）６０分未満 ３，７２７単位 

□加算料金等 

夜間加算（午後６時から午後１０時まで） 所定単位数×２５％ 

早朝加算（午前６時から午前８時まで） 所定単位数×２５％ 

初回加算 

（初回に実施した訪問介護と同月にサービス提供責任者が訪問介護を行う場合） 
２００単位／月 

緊急時訪問加算（訪問介護に限る） 

（利用者・家族から要請を受けてケアマネジャーが必要と認め、サービス提供責任者が訪問を行う。又訪問

介護員が居宅サービス計画書にない身体介護を行った場合） 

１００単位／回 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

（訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に訪問し両者

の共同による訪問介護計画を作成する場合） 

１００単位／月 

口腔連携強化加算 

（事業所の従業員が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関

および介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合） 

５０単位／回 

※介護報酬告示額に、介護職員処遇改善加算（所定単位数に最大で 28.7％加算） 

※介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金の１割～３割です。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負

担となります。やむを得ない事情で、かつ、利用者又はその家族の同意を得て、２人で訪問した場合は２人分の料金となります。 

 


